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●1963（昭和38）年２月６日、高津区に
生まれ、高津小学校出身。桐朋中学、
高校を経て東京工業大学を卒業。

●東京都三鷹市で９年間、地域情報化や
プライバシー保護等に従事。

●セブンーイレブン本部での情報システ
ム構築をはじめ、ITを活用したシステ
ムづくりに従事。

●2003年４月、川崎市議会議員に初当選。
●市議会まちづくり委員会副委員長
●民主党神奈川県第18区総支部副幹事長
●経済産業省 システム監査技術者
●妻と長女（高校１年）の３人家族
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（事務局）
いよいよ今月３１日に「地方主権を語る集い」が開催されます。
昨年に引き続き２回目となりますが、今回のねらいはどんなとこ
ろにありますか。
（堀添）
昨年の集いでは、なぜ地方分権・地方主権が必要なのか、そして
ローカル・マニフェストの意義について、松沢知事、阿部市長、
樋高前代議士とパネル・ディスカッションをしました。
発達した日本において、国が一元的に内政の詳細まで決める今ま
でのやり方は、地域ごとの多様性や努力の意欲を失わせ、結果的
に税金の無駄遣いや利権構造を生み出してきたこと、そして、地
域の住民が地域の政治の中身を名実ともに決めるためには、決定
権限を国から地域に移す（地方主権）とともに、地域の政治家を
選ぶ選挙も政策選択型に変え（ローカル・マニフェスト）なけれ
ばならない、ということが、国、県、市の具体的な話しを通じて
確認できたのではないかと思います。

今回の集いでは、こうしたことを再度確認するとともに、その
上で、地方自治体・地方政府自体も変わらなければならない、
とりわけ、二元代表制の一翼を担い、より住民に近いといわれ
ている地方議会も変わる必要がある、という点まで踏み込んだ
議論ができれれば、と考えています。前回は、比較的総論部分
に力点が置かれましたが、今回はより具体的に問題に切り込ん
でいく予定ですので、普段あまり政治に関心を持っていない方
でも、スリリングに感じられるのではないでしょうか。

開催のねらい開催のねらい

～この国のあたらしいかたち～～この国のあたらしいかたち～

テーマ：テーマ：ローカル・マニフェストとローカル・マニフェストと
地方議会改革地方議会改革

（事務局）
地方主権を進める上で、地方自治体・地方政府自体も変わらな
ければならない、ということでしたが、現在でも決してベスト
ではないにしろ、そこそこうまく運営されているようにも思い
ます。なぜ変わらなければいけないのですか。

地方自治体が変わるとは？地方自治体が変わるとは？
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（堀添）
今までは、地方自治体には実質的な裁量権は
ほとんどなかったですから、極論すれば、誰
が市長や議員になったとしても、それほど違
いはなかったわけです。行政にしても、国か
ら詳細な要領等のマニュアルが示されました
から、大きく外れることはなかった。さらに
言えば、かりに放漫経営をして予算が足りな
くなったとしても、かなりの部分は地方交付
税を増やすなど、国が帳尻をあわせてくれて
いた。
その結果、どこの地方自治体でも画一的な行
政サービスが提供され、画一的なインフラが
整備され、画一的な都市ができ、最後にはど
この自治体も画一的に莫大な借金を抱えるこ
とになったのです。
地方主権とは、地方自治体が実質的な裁量権
を持つということです。当然、地方自治体が
きちんと機能しなければ大変なことになりま
すから、名実共に「地方政府」としての内実
を備えなければなりません。
（事務局）
ということは、地方自治体は大きくなるとい
うことでしょうか。
（堀添）
現在、国が行っている仕事が地方に移ります
から、当然、国家公務員の多くも地方に移転
するということが起きると思います。しかし、
このことは、ただちに地方自治体が大きくな
るということではありません。
責任を持って地方政府を運営するためには、
本来地方政府はなにをしなければならないの
か、という原点にたちかえることが不可欠で
はないでしょうか。官か民かというのは実行
主体の問題であり、その前に「公」としてど
のような役割りを担わなければならないのか、
ということを徹底的に議論し、決めなければ
ならないと思います。

（事務局）
地方主権が進むなかで、地方自治体はどのよ
うに変わらなければいけないのか、それは現
在行っている行財政改革の延長線上にあるの
か、さらに別の視点を加える必要があるのか、
県政の第一線で闘っている松沢知事のお考え
も当日は伺いたいですね。
ところで、議会はどう変わるのでしょうか。

強い議会をつくる強い議会をつくる

（堀添）
結論からいえば、「強い議会」をつくらなけ
ればならないと思います。
今までは、全国画一的な地方政治が行われて
いましたから、基本的なルールも国が決めて
いました。その意味では、「議会」としての
活動よりも、個々の「議員」としての活動、
つまり、個別の住民の要望や課題をきちんと
吸い上げ、行政に対応を求める活動に重点を
置いてきた。こうした活動は今後も大切なわ
けですが、これに加えて「議会」としての活
動、つまり地方政府としての基本ルールを定
め、進むべき方向を決定するということが、
非常に重要になってくると思います。
（事務局）
今までも議会は条例をはじめ、ルールを決め
てきたのではないですか。
（堀添）
もちろんそうです。しかし、今までの地方自
治体にはほとんど裁量権がないですから、議
会に提案される条例案も、自治体ごとの特色
はあまりないのです。実際、多くの条例は、
国の法律改正を受けたものとなっています。
これが、地方主権になると、大きく変わって
きます。たとえば教育分野にしても、一クラ
スあたりの児童生徒の数を減らすという政策
だけでなく、児童生徒の数は減らさずに補助
教員を各クラスに複数配置するだとか、ある
いは地域のボランティアやＮＰＯ法人等との
連携を図る等々、自治体ごとに政策選択の幅
が大きく広がります。当然、条例を制定する
場としての議会における議論の深さと見識が、
自治体運営に直接影響してきます。
（事務局）
議会の役割りが大きくなるということですね。
（堀添）
はい。そのためにも、議会は変わらなければ
ならないのです。議会として、独自に方向性
を検討し、議論を深め、最終的には議会とし
ての総意にまとめあげる力が問われると思い
ます。
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（事務局）
そのためには、どうすべきですか。
（堀添）
どうすべきかは、各自治体ごとに考え、決め
るべきことですし、「正解」があるわけでも
ありません。
私自身は、議会をまず「少数精鋭化」するこ
とが、一つの方向ではないかと思います。と
いっても「少数精鋭化」とは、「精鋭を少数
集める」ということではなく、「少数にすれ
ば精鋭になる」という考え方です。
形から入る議論ではありますが、議員を少数
にすることのメリットは３点あります。まず
第一に、議論が深めやすくなります。第二に、
合意形成・総意形成が容易になります。そし
て第三に、個々の議員の政策力強化に充てる
ための財源を、少数化で削減されたコストか
らうみだせます。
少数化に伴うデメリットは、情報公開・情報
共有の推進や、パブリックコメント制度など
による説明責任の徹底、住民投票制度等の直
接民主主義的手法の活用などにより、かなり
カバーできるように思います。
（事務局）
議会としての合意形成・総意形成を容易にす
ることが、なぜ必要なのでしょうか。
（堀添）
自治体運営上で重要なのは、個々の議員の考
えではなく、それらを束ねた考えであり、議
会としての総意だからです。当然、各議員に
は各議員固有の考えがあります。大切なのは、
議会における議員間、会派間の議論を通じて、
少しでも総意に近づけることだと、私は思い
ます。

体にも関わっていく必要があります。議案作
成の段階から、与党として積極的に関わって
いく。場合によっては、議決された議案の執
行についても関与していくことを検討すべき
かもしれません。もちろん、そのためには最
終的に、選挙のあり方や地方自治法について
も、変えることが必要になると思います。
今までの「首長 対 議会」という関係から、
「首長＆議会与党 対 議会野党（議会非与
党）」という関係に変えることで、逆に議会
の行政に対するチェック機能も高められるの
ではないでしょうか。

真の「与党」をつくる真の「与党」をつくる

（堀添）
このことに議論はあると思いますが、私は、
真の「与党（会派）」をつくることも重要だ
と考えています。
地方政治は二元代表制であり、首長も議員も
直接有権者から選ばれるわけですから、本来、
与党、野党というものはありえない。しかし、
多くの自治体では、議会は首長に追随し、あ
たかも追認機関のようではないか、という指
摘もあります。これは、議会が徹底的に是々
非々の立場に立つと、現実的に自治体運営が
停滞してしまう、という事情もあります。
真の「与党（会派）」とは、首長が議会に提
案した議案は原則として可決する、というこ
とですが、そのためには、提案される議案自

議会の強みは市民との距離議会の強みは市民との距離

（事務局）
「強い議会」とは、議会としての総意形成を
容易にし、行政との関わりも強めること、と
のことですが、それによりどのようなメリッ
トがあるのでしょうか。
（堀添）
首長に対し、議会の本源的な強みは、市民と
の距離をより近づけられる点にあると思いま
す。私たちは、この強みをもっともっと活用
しなければなりません。そのためにも、現行
自治法にも規定されている公聴会や参考人制
度をはじめ、市民の声を積極的に汲み上げ、
取り込んでいく取り組みが必要だと思います。
現在でも個々の議員として、あるいは会派と
しては、それぞれ行われていますが、議会と
して取り組むことが重要ではないでしょうか。
そのためにも「議会基本条例」といった基本
ルールを定めた条例を制定することも検討す
べきであると思います。
（事務局）
長時間にわたり、ありがとうございました。
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議会改革議会改革ⅠⅠ 行革の視点行革の視点

議員定数、政務調査費、費用弁償、

議員年金、口利き公開、海外視察、等。

議会改革議会改革ⅡⅡ 市民参加の視点市民参加の視点

公聴会、参考人制度の活用、

議会基本条例、等。

議会改革議会改革ⅢⅢ

役割発展の視点役割発展の視点

自治法改正、等。

議会改革の流れイメージ議会改革の流れイメージ

（２００６年８月１９日）
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「どこでも市政報告会」を行っています！
ご自宅等、ご都合のよい場所で「どこでも市政報告会」を行っています。お一人でも結構で
すので、お気軽にほりぞえ健事務所まで、お声がけください。（電話：８５５－１４７９）

ローカル・マニフェストと地方議会改革

地方主権を語る集い地方主権を語る集い～この国のあたらしいかたち～この国のあたらしいかたち
今年も開催！
今年も開催！

日時：８月３１日（木）日時：８月３１日（木）
午後６時開場、６時半開始午後６時開場、６時半開始

会場：ＫＳＰホール会場：ＫＳＰホール
溝口駅から無料バス溝口駅から無料バス

会費：３，０００円会費：３，０００円（懇親会費を含みます）（懇親会費を含みます）

０４４－８５５－１４７９
お気軽にお電話ください

実行委員募集中！

連載コラム連載コラム
川崎と高津の地名（番外編）川崎と高津の地名（番外編） 参考：上田恒三著「高津村風土記稿」参考：上田恒三著「高津村風土記稿」

おかげさまで、この連載コラムには多くの反響をいただいております。過去のコラムをご覧になりたい方
は、ほりぞえ健事務所までご連絡ください。なお、コラムは郵便番号の若い順に取り上げています。

１７号：「川崎」の由来について
１８号：「高津」の由来について
１９号：「溝口」の由来について
２０号：「二子」の由来について
２１号：「瀬田」の由来について
２２号：「諏訪」の由来について
２３号：「北見方」の由来について
２４号：「下野毛」の由来について
２５号：「久本」の由来について

日本地名研究所編「川崎の町名」日本地名研究所編「川崎の町名」

２６号：「坂戸」の由来について
２９号：「末長」の由来について
３０号：「新作」の由来について
３１号：「梶ヶ谷」の由来について
３２号：「千年」「千年新町」の由来について
３３号：「子母口」「子母口富士見台」の由来について
３４号：「明津」の由来について
３５号：「蟹ヶ谷」の由来について


